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あかね台自治会会則 

 

 

第１章  総     則 

 （目的） 

第１条 本会は以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好 

な地域社会の維持及び形成に資する。 

（１） 当地区内の生活環境の保全と向上に関すること。 

（２） 当地区内の共同施設の維持、管理に関すること。 

（３） 当地区内の防災、防火、防犯等に関すること。 

（４） 当地区内の社会福祉に関すること。 

（５） 会員相互の親睦に関すること。 

（６） その他本会の目的達成に必要なこと。 

 （名称） 

第２条 本会は、あかね台自治会と称する 

 （区域） 

第３条 本会の区域は、伊勢原市高森２丁目 20 番、21 番、23 番～35 番及び 

高森 3 丁目 1 番～24 番、高森 4 丁目 1 番～18 番、高森 1581 番地の区域とする。

ただし、別表に記載のある区域を除く。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丁目 番地 号
１番 12号から15号、44号から75号
６番 ５号、23号から25号、28号、32号、39号、41号
８番 １号、２号
11番
12番 17号以降
14番 ９号以降
15番
21番 ※永窪公園は区域内とする
22番
３番 ４号
４番 ２号から13号、47号以降
13番 14号以降
17番 ５号、19号以降
18番 ９号以外

3

4

【別表・あかね台自治会区域から除く地域】
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 （主たる事務所） 

第４条 本会の主たる事務所は、伊勢原市高森３丁目地内の集会所に置く。 

 （組織） 

第５条 本会は一般会員及び賛助会員を以って構成する。 

 

 

第２章  会員、会費及び基金 

 （会員） 

第６条 本会の会員は、第３条に定める区域に住所を有する個人とする。 

前項の規定にかかわらず、区域内に所在地を有する、法人及び団体を賛助会員と

することができる。但し賛助会員は第２０条に規定する表決権を有しない。 

 （会費） 

第７条 本会を維持運営するため、会員は細則で定める会費を負担する。 

 （入会） 

第８条 第３条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、 

「会則取扱要領」に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。 

 （退会等） 

第９条 会員が次の各号の一に該当する場合には、退会したものとする。 

（１） 第３条に定める区域に住所を有しなくなった場合 

（２） 本人より「会則取扱要領」に定める退会届が会長に提出された場合 

２ 会員が死亡し、又は失踪宣言を受けたときは、その資格を喪失する。 

 （基金） 

第１０条 小田急電鉄株式会社から移管された、共用施設維持管理費は基金として、 

運用による利息は一般会計に繰り入れることが出来、その管理運用は細則で 

定める。 

 

 

第３章  総     会 

 （総会の種類） 

第１１条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。 

 （総会の構成） 

第１２条 総会は、会員をもって構成する。 

 （総会の機能） 

第１３条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を 

議決する。 
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 （総会の開催） 

第１４条 通常総会は、毎年度決算終了後２箇月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に相当する場合に開催する。 

（１） 会長が必要と認めたとき。 

（２） 総会員の５分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求が 

   あったとき。 

（３） 第２６条第６項第４号の規定により監事から開催の請求があったとき。 

 （総会の招集） 

第１５条 総会は、会長が招集する 

２ 会長は、前条第２項第２号及び第３号の規定による請求があったときは、 

  その請求のあった日から３０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所 

  を示して、開催の日の２０日前までに文書をもって通知しなければならない。 

 （総会の議長） 

第１６条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 

 （総会の議題） 

第１７条 総会の議題は、次に定める内容とする。 

１， 役員の選任 

２， 会則、諸規則、諸規定の審議と決定 

３， 会費の審議と決定 

４， 予算の審議と決定 

５， 予算報告と承認 

６， 一般経過報告と承認 

７， その他必要な議題の審議と決定 

 （総会の定足数） 

第１８条 総会は、総会員の２分の１以上の出席がなければ、開会することができない。 

 （総会の議決） 

第１９条 総会の議事は、この規定に定めるほか、出席した会員の過半数をもって決し、 

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （会員の表決権） 

第２０条  

会員は、総会において、各々１箇の表決権を有する。 

２ 次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属 

  する世帯の会員数分の１とする。 

（１） 事業報告及び決算報告 

（２） 事業計画及び予算案 
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（３） 合理的で地域で認められている事項 

 （総会の書面表決等） 

第２１条 やむを得ない理由のため総会に出席出来ない会員は、あらかじめ通知された 

事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任 

することができる。 

２ 前項の会員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による 

  表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができる 

３ 前２項の場合における第１８条及び第１９条の規定の適用については、 

  その会員は出席したものとみなす。 

 （総会の議事録） 

第２２条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

１，日時及び場所 

２，会員の現在数及び出席者数（書面表決者等を含む） 

３，開催目的、審議事項及び議決事項 

４，議事の経過の概要及びその結果 

５，議事録署名人の選任に関する事項 

 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が 

  署名しなければならない。 

 

 

第４章  役   員 

 （役員の種別） 

第２３条 本会は次の役員を置く。 

会長 １名、 副会長 ２名、特命担当副会長 必要数、 部長 8 名、 

会計 ２名、 監事 １名、 各班毎に班長 １名。 

 （役員の任期） 

第２４条 役員の任期は１年とする。但し、重任は妨げない。 

２ 役員の任期が満了した場合でも、後任者が選出される迄の間、これを 

  延長することができる。 

 （役員の選出） 

第２５条 役員の選出は別に定める役員候補選出細則に従い総会にて選任する。 

役員に欠員が生じた場合、役員候補選出細則に従い速やかに役員会で選出、 

決定補充する。 
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 （役員の職務） 

第２６条 役員は次に定める職務を行う。 

１， 会長は本会を代表し、会務を統括する。 

２， 副会長は会長を補佐し、会長がその職務を遂行できないときは会長の職務

を代行する。 

３， 特命担当副会長は会長の指定する特命事項を担当する。 

４， 部長は細則で定める専門部を総括し、会長が招集する部長会で会務執行に

ついて意見調整をする。 

５， 会計は会計規定に基づき、会計事務を処理する。 

６， 監事は、次に定める業務を行う。 

（１） 本会の会計及び資産の状況を監査すること。 

（２） 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。 

（３） 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見した

ときは、これを総会に報告すること。 

（４） 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請

求すること。 

７， 班長は次に定める職務を行う 

（１） 会費の徴収 

（２） 市の広報その他印刷物の配布 

（３） 班内会員に対する連絡、伝達 

（４） 専門部班長として専門部の会務を執行する。 

（５） 班長会に出席して会務を審議、執行する。 

（６） その他必要な事項 

 （役員の構成） 

第２７条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。 

 （役員会の機能） 

第２８条 役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。 

１，総会に付議すべき事項 

２，総会の議決した事項の執行に関する事項。 

３，その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。 

 （役員会の招集等） 

第２９条 役員会は、会長が必要と認めるとき、及び次の内容で招集する。 

２ 会長は、役員の２分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面を 

  もって招集の請求があったときは、その請求のあった日から１０日以内に 

  役員会を招集しなければならない。 

３ 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した 
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  書面をもって、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

 （役員会の議長） 

第３０条 役員会の議長は、会長又は会長が指名した役員がこれに当たる。 

 （役員会の定足数等） 

第３１条 役員会には、第１８条、第１９条、第２１条、及び第２２条の規定を準用する。 

この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」 

とあるのは「役員」と読み替えるものとする。 

 （部長会、班長会の開催） 

第３２条 部長会、班長会は以下の役員で構成し、開催する。 

１， 部長会、班長会は本会運営全般に亘審議し、連絡調整する。 

２， 部長会、班長会は、会長が招集する。 

３， 会長は会員の３分２以上から会議の目的である事項を示して請求があった

時は、部長会、班長会を招集しなければならない。 

４， 会長は班長会に先立ち、部長会に副会長、専門部部長、会計、監事その他

必要に応じて細則第５条に掲げる各種委員等を招集し、会務執行の状況方

針等について報告を受けて審議する。 

 

 

第５章  資産及び会計 

 （資産の構成） 

第３３条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成せる。 

１， 別に定める財産目録記載の資産 

２， 会費 

３， 活動に伴う収入 

４， 資産から生ずる果実 

５， その他の収入 

 （資産の管理） 

第３４条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。 

 （資産の処分） 

第３５条 本会の資産で第３３条に定めるもののうち別に総会において定めるものを 

処分し、又は担保に供する場合には、総会において４分の３以上の議決を 

要する。 

 （経費の支弁） 

第３６条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

 （事業計画及び予算） 

第３７条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、 
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総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されて 

  いない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、 

  前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。 

 （事業報告及び決算） 

第３８条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等 

として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後 2 箇月以内に総会の 

承認を受けなければならない。 

 （会計年度） 

第３９条 本会の会計年度は、毎年３月１日に始まり、２月末日に終わる。 

 

 

第６章  規約の変更及び解散 

 （規約の変更） 

第４０条 この規約は、総会において総会員の４分の３以上の議決を得、かつ、 

伊勢原市長の許可を受けなければ変更することはできない。 

 （解散） 

第４１条 本会は、地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。 

２ 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会の４分の３以上の承諾を得なけれ 

  ばならない。 

 （解散） 

第４１条 本会は、地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。 

２ 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会の４分の３以上の承諾を 

  得なければならない。 

 （残余財産の処分） 

第４２条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の４分の３以上の 

議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 

 

 

第７章  会  館 

 （会館） 

第４３条 本会は会員の福祉向上と地域連帯の為に会館を設置し管理運営する。 

 （管理運営） 

第４４条 会館の運営細目は、あかね台会館管理運営要領に定める。 

 （禁止事項） 

第４５条 会館はこれを処分し、担保に供してはならない。 
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第８章  雑  則 

 （備付け帳簿及び書類） 

第４６条 本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、許可及び登記等に関する書類、 

総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す 

書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

 （委任） 

第４７条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

 

 （附則） 

１．本会則は昭和４９年４月２７日より実施する。 

２．本会則の一部改定は昭和５０年５月１８日より実施する。 

３．本会則の一部改定は昭和５２年４月２７日より実施する。 

４．本会則の一部改定は昭和５５年４月２０日より実施する。 

５．本会則の一部改定は昭和６３年４月１０日より実施する。 

６．本会則の一部改定は平成１７年４月１０日より実施する。 

７．本会則の一部改定は平成２７年４月 ６日より実施する。 

８．本会則の一部改定は令和４年４月３日より実施する。 

９．本会則の一部改定は令和６年４月７日より実施する。 

10．本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第３７条の規定にかかわらず、 

設立総会の定めるところによる。 

11．本会の設立初年度の会計年度は、第３９条の規定にかかわらず、設立許可のあった日 

から２０２５年３月３１日までとする。 

12．本会則の一部改定は令和８年４月６日より実施する。 
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          細      則 

 

第１条 （会  費） 

会則第７条の会費を次の通り定める。 

１． 一般会費：月額３００円 

２． 法人会費：月額３００円 

３． 臨時会費：必要と認めたとき総会で定める額。 

 

第２条 （会費の負担） 

会則第７条に定める一般会員は前条第１項及び第３項の会費を負担し、法人 

会員は前条第２項及び第３項の会費を負担する。 

 

第３条 （共用施設維持管理基金の管理運用） 

小田急電鉄株式会社より移管された共用施設維持管理基金（以下基金という）

の管理運用は次の定めによるものとする。 

１．基金は特別会計を設けて会計処理を行い、その運用は総会において決

定する。 

２．基金の使用は、あかね台分譲地内の共用施設及び会館の維持、管理に

必要な場合のみに限定する。 

３．会計処理の細目については別に定める会計規定によるものとする。 

 

第４条 （専門部） 

１．次の専門部を置き会務を分掌する。 

（１）総務部 

（２）広報部 

（３）防災防犯部 

（４）環境衛生部 

（５）DX 推進部 

（６）会館運営部 

（７）ゆるサポ統括部 

（８）催事企画部 

２．各部の運営事項は年度ごとの活動計画による。 

３．各部の員数は活動計画に基づき年度ごとに決定する。 

 

第４条の２（催事企画部） 

自治会行事を企画し運営するため、催事企画部を置く。催事企画部は、当年

度の自治会行事運営計画に基づき、行事ごとに実行計画を企画立案し、その

運営を行う。催事の実施に当たっては、催事ボランティア部およびゆるサポ

統括部の協力を得て、必要に応じて運営体制を編成する。これらの催事は、
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本会の活動として実施する。 

 

第４条の３（DX 推進部） 

自治会のデジタル化を推進するため、DX 推進部を置く。DX 推進部は、自治

会公式ホームページおよび自治会関連システムの整備・運営を行う。また、

総務、班長、会館運営その他自治会業務の効率化について、デジタル技術の

活用による提案および設計を行い、自治会運営を支援する。 

※DX とは、デジタルトランスフォーメーションの略であり、情報技術の活

用により社会や生活をより良い方向へ変革することをいう。 

 

第４条の４（ゆるサポ統括部） 

自治会行事、イベントおよび各専門部の活動を支援する仕組みとして「ゆる

サポ」を運営するため、ゆるサポ統括部を置く。ゆるサポ統括部は、「ゆるサ

ポ」を通じて自治会行事、イベントおよび自治会諸活動への参加を希望する

者を募り、各人の自発的意思および可能な範囲を尊重しながら、必要に応じ

て行事等の運営を支援する人員の調整を行う。 

※自治会諸活動には、環境衛生、防災防犯、DX 推進、文化芸術・体育活動

その他地域活動を含む。 

 

第５条（プロジェクト制） 

１．会長は、自治会業務を機動的かつ円滑に進めるため、必要に応じて 

  プロジェクトを設置することができる。設置に際しては、分掌する 

  専門部部長の意見を聴取して参考とする。 

２．プロジェクトリーダーは会長が指名し、構成するメンバーおよび体制を 

  部長会、班長会等で必要に応じ報告するものとする。特に予算を 

  要する活動を行う場合には、実施前に計画を策定し、会長の承認を 

  得て活動を行う。 

３．プロジェクトリーダーは、定期的に、会長にその活動状況等の 

  報告をする。会長は部長会、班長会において、プロジェクトの進捗を 

  適宜紹介する。 

４．年度を超えてプロジェクトを継続する際には、前年度の活動実績および 

  次年度の活動計画並びに必要予算を明確化し、会長の承認を受けるもの 

  とする。なお、活動実績が確認できないプロジェクトについては、 

  継続を認めないものとする。 

 

第６条 （各種委員等） 

１．会長は市役所及び自治会地区連合会等の要請に基づく各種委員、指導員、

普及員等（以下委員等という）を一般会員の中から選び推薦する。 

２．会長は前項委員等を推薦するにあたり、分掌する専門部の部長の意見を聴

取して参考とする。 
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３．推薦によって委嘱された委員等は、必要に応じて部長会、班長会において

その職務遂行状況に関する報告をする。 

 

第７条 （各種委員等の招集） 

１．会則第３２条４項ならびに細則第６条３項に定める委員等を部長会、班長

会に招集する場合、会長は予め当該委員等に日時および目的について通知

する。 

 

第８条 （諸規則、諸規定） 

１．会則１７条２項の総会で審議、決定する諸規則、諸規定には、会則、細則

及び各種規定等と役員会と組織図、ブロック別班区分地図を含み、要領類

を含めないものとする。 

２．要領類の制定、改廃は部長会、班長会の決議を経て実施する。 

 

附則１ 本細則の一部改定は平成１７年４月１０日より実施する。 

附則２ 本細則の一部改定は平成１８年４月９日より実施する。 

附則３ 本細則の一部改定は平成２７年４月６日より実施する。 

附則４ 本細則の一部改定は平成３０年４月８日より実施する。 

附則５ 本細則の一部改定は令和４年４月３日より実施する。 

附則６ 本細則の一部改定は令和６年４月７日より実施する。 

附則７ 本細則の一部改定は令和８年４月６日より実施する。 
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会 計 規 定 

 

会計規定を次の通り定める。 

 

第１条 （目  的） 

この規定は、あかね台自治会（以下本会という）のすべての会計処理に関する

基本的な事項を定め、各予算等の有効適切な運用を通じて、本会の発展向上に

資することを目的とする。 

第２条 （会計処理の原則） 

会計処理にあたっては、この規定に従うほか、真実性、明瞭性及び継続性の原

則を尊重するとともに、収入及び支出は発生主義によって計上することを原則

とする。 

第３条 （会計年度） 

本会の会計年度は、会則の定めるところに従い、毎年３月１日から翌年２月末

日までの期間とする。 

第４条 （規定の改廃） 

この規定の改廃は、総会の決議を経て行うものとする。 

第５条 （会計区分） 

本会の会計は、会則の定めるところに従い、一般会計と特別会計に区分する。 

第６条 （一般会計） 

一般会計は一般会費、法人会費、臨時会費、基金の利息及びその他の収入を 

もって充てるものとする。 

第 7 条 （特別会計） 

特別会計は、小田急電鉄株式会社より移管された共用施設維持管理基金 

をもって当てるものとする。 

第８条 （収入金の運用） 

本会のすべての収入は、いったん指定金融機関の口座へ預入れすることを 

原則とする。 

第９条 （金融機関の指定） 

金融機関の指定については、部長会、班長会の承認を経て行うものとする。 

第１０条（取引印鑑） 

本会が取引金融機関との取引に使用する印鑑は「あかね台自治会長の印」 

とする。 

第１１条（取引印鑑、通帳、証書等の保管） 

取引印鑑、通帳及び証書等の保管は次のとおりとし、各々の保管者は善良 

なる管理義務者の注意をもって保管に当たるものとする。 

１．取引印鑑は会長が保管する。 

２．通帳、証書等は会計が保管する。 

但し、保管義務を履行するための必要手段として指定金融機関の貸金庫を利用
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して保管することも差し支えない。 

３．前項の但し書に該当する場合、貸金庫の鍵は会計が保管する。 

第１２条 （支出限度額） 

会長専決による支出限度額は、各支出項目毎に１件につき年度の総予算の７％

とし、この限度額を超える支出については、部長会、班長会の承認を経て行う

ことを原則とする。 

但し、特別会計からの支出のうち、共用施設維持管理費（分譲地内防犯灯の

電気料金）については、本条に定める限度額の適用から除外する。 

第１３条 （予算の流用） 

支出は総会で決定した項目別予算額の範囲内で行うものとし、やむを得ず流用

を必要とする場合には、部長会、班長会の承認を得て行うものとする。 

第１４条 （帳  簿） 

本会は次の帳簿を備える。 

１．現金出納帳 

２．預金出納帳 

３．予算項目別収入、支出帳 

４．資産台帳 

第１５条 （証憑書類） 

収入、支出はすべて当該証憑書類に基づいて処理する。 

第１６条 （帳票類の保存年限） 

帳簿及び証憑書類の保存年限は５年とする。 

第１７条 （決算報告、監査） 

会計は毎会計年度終了後決算報告書を作成し、新年度の第１回総会開催日の１

週間前までに監事による監査を受けるものとする。 

第１８条 （監事） 

監事は、会計より提示された決算報告書の諸帳簿、証憑書類に基づき、監査を

実施して、その結果を総会で報告する。 

 

附則１ 本規定の一部改定は令和６年４月７日より実施する。 

附則２ 本規定の一部改定は令和８年４月６日より実施する。 
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役員候補選出細則 

 

第１条 （総  則） 

この細則は、自治会会則２５条に基づき役員の選出について定める。 

第２条 （役員の選出） 

１．役員は、各班毎に民主的な方法で班員の中から互選する。 

２．第３条及び第４条で会長、副会長、会計、監事、部長に選出された役員

及び班長が任期中に欠員となったときは、前項により速やかに選出補充す

る。 

第３条 （副会長、特命担当副会長、会計、監事、部長の選出） 

副会長、特命担当副会長、会計、監事、部長は各ブロック毎に前条により選出

された役員の中から互選し、総会にて選任する。 

    但し、会長が特に必要と認めたときは、一般会員の中から選出し総会に 

    て選任する。 

第４条 （会長の選出） 

会長の選出は、次の方法のいずれかによる。 

１．立候補 

２．推薦委員会の推薦 

３．前１項、２項により選出されないときは、第２条で選出された役員 

の中から互選し、総会にて選任する。 

候補者が複数の場合は、総会において出席者の投票により選任する。 

第５条 （選挙管理委員会） 

選挙管理委員会は、役員の中から各ブロック２名ずつ選出する委員で構成し、

委員長はその中から互選によって決定する。委員会の業務は次の通りとする。 

１．総会開催３０日前までに立候補者の受付をする。 

２．総会の２０日前までに被推薦者・立候補者の氏名等を通知する。 

３．総会において候補者による選挙を実施する。 

第６条 （推薦委員会） 

１．会長は、第４条２項の候補者の推薦をするために推薦委員会を作ること 

  が出来る。 

２．委員長は会長が務め、委員は副会長、総務部長、その他会長が指名する者

で構成する。 

３．候補者は部長、班長及びあかね台自治会役員経験者、あかね台自治会内の

諸団体役員の中から選出する。 

４．推薦委員会は候補者を決定し、部長会・班長会の決議を経て推薦する。 

 

 

附則１ 本細則の一部改定は平成２７年４月６日より実施する。 

附則２ 本細則の一部改定は令和４年４月３日より実施する。 
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附則３ 本細則の一部改定は令和６年４月７日より実施する。 

附則４ 本細則の一部改定は令和８年４月６日より実施する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１）2026 年度は、DX 推進部以下にデジタル回覧推進部が配置されます。 

注２）催事企画部以下に催事ボランティア部が配置されます 
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ブロック別班区分地図 
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自主防災規定 
 

第一章 総則 
第１条（目  的） 

この規定は、あかね台地域の地震、風水害等の災害対策の基本を定め、災害に

強い地域づくりを推進し、人的、物的被害の発生及びその拡大を防止すること

を目的とする。 
第二章 災害予防対策 

第２条（防災会議） 
１．平常時の災害予防対策を実施するための組織として防災会議を置く。 
２．防災会議は、自治会長、防災防犯部及び自治会長が指名する役員で構成する。 
３． 防災会議は、以下の事項を所管する。 
 （１）年度防災訓練実施計画の策定及び実施。 
 （２）公園拠点ごとの防災備蓄品・資機材及び運用体制の整備 
 （３）公園拠点は、永窪公園、丸山公園、今泉公園とする。 
 （４）公園拠点ごとの拠点リーダーを選任する。 
 （５）自主防災マニュアルの整備と会員への周知・徹底。 

 
第三章 災害応急対策 

第３条（防災本部） 
１． 地震、風水害等により災害が発生した場合、または発生のおそれが認められ

る場合に、あかね台会館に防災本部を設置する。 
２． 防災本部は、自治会長、自治会副会長、防災防犯部長で構成する。 
３． 防災本部は次の事項を行う。 

（１） あかね台地域全体の被災状況及び避難状況の把握。 
（２） 行政機関との連絡・調整。 
（３） 緊急一時避難場所の拠点リーダーとの情報交換、対応検討、指示。 

 
第４条（初期対応） 

１． 災害が発生した時の初期対応は班単位で行う。 
２． 班長は、班の会員と協働して初期消火及び被災者救助に当たる。 
３． 初期対応に当たっては、各班配置の消火器及び公園拠点の防災備蓄品・資機

材を使用する。 
４． 隣接する班は相互に協力して初期対応を行う。 
５． 初期対応が困難な場合又は困難となった場合は、班長の指揮により班で決め

た緊急一時避難場所へ避難する。 
６． 緊急避難に当たっては、班長は班の会員と共に、単独での避難が困難な災害

時要援護者及び負傷者の避難を支援する。 
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第５条（緊急一時避難場所への避難） 
１． あかね台自治会の緊急一時避難場所は各公園拠点とする。 
２． 初期対応後、各班はあらかじめ定めた班ごとの公園拠点に避難する。 
３． 班長は会員世帯の避難状況を確認する。 
４． 各公園拠点では拠点リーダー（不在の場合は班長で互選）を中心に、各班の

被災状況を確認する。 
５． 災害がさらに拡大すると判断される場合は、拠点リーダーの指示で広域避難

場所へ避難する。 
６． 拠点リーダーは公園拠点ごとの被災状況、避難状況及び広域避難場所への避

難状況について、防災本部と密接に連絡を取り、必要な指示を受ける。 
 

第６条（広域避難場所への避難） 
１． 拠点リーダーは公園拠点において周囲の状況を確認し、更に災害が拡大する

恐れがあると判断したときは、避難している会員を指揮して広域避難場所へ

避難・誘導する。 
２． あかね台自治会の広域避難場所は成瀬中学校とする。 
３． 会員が各公園拠点から広域避難場所へ避難する場合、防災本部も広域避難所

に移る。 
４． 広域避難場所では防災本部の下に次の班を設置し、各々その任務に当たる。 

（１） 総務班 
総務部が担当し、防災本部の運営全般のとりまとめを行う。 

（２） 情報広報班 
広報部が担当し、被災者向けの各種情報の管理及び提供等を行う。 

（３） 救護班 
防災防犯部が担当し、負傷者、要援護者の支援を行う。 

（４） 食料物資班 
会館運営部が担当し、食料・生活物資の配給を行う。 

（５） 施設管理班 
防災防犯部が担当し、施設の安全確保、防火防犯等を行う。 

（６） 被災者管理班 
総務部が担当し、避難者名簿の作成、問い合わせへの対応等を行う。 

（７） 衛生班 
環境衛生部が担当し、衛生環境の管理、ごみ処理を行う。 

 
第７条（避難所運営） 

１． 市の判断で広域避難場所に避難所が開設された場合は、防災本部及び各班は 
他の自治会と協力して避難所運営委員会を立ち上げ避難所の運営に当たる。 

 
本規定は平成２８年４月４日より全面的に改定し実施する。 
本規定は令和８年４月６日より改定し実施する。 
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自主防犯規定 
 

第１条（目的） 
この規定は、あかね台自治会会則第１条（目的）を達成するため、第１条 

（目的）３項に掲げる防犯事業を行うに必要な事項について定め、遅滞なく事業

を推進することを目的とする。 
 

第２条（組織） 
防犯活動をより効果的に行なうため、次のような防犯組織とする。 
１．あかね台自治会の防犯活動を統括する組織は、自治会細則第４条（専門部）

第１項、３号に掲げる防災防犯部が分掌する。 
２．防災防犯部は、地区防犯組織と連携してあかね台の防犯活動に関する事項

を調整推進する。 
 

第３条（器材の管理） 
防災防犯部は、防犯に必要な器材を調達し、それを管理する。 
 

第４条（防犯灯） 
防災防犯部は、あかね台自治会内の防犯灯について、維持管理を行うとともに、

新たな設備の増設、更新等についての市への補助金申請等の事務を行う。 
 

附則１ 本規定は平成１７年４月１０日より実施する。 
附則２ 本要領の一部改定は令和６年４月７日より実施する。 
附則３ 本要領の一部改定は令和８年４月６日より実施する。 
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関連団体規定 
 

第１条（目的） 
この規定はあかね台自治会と関連団体の関係について定め、相互の連携を円滑

にし、各々の活動を発展させることを目的とする。 
 

第２条（関連団体の定義） 
あかね台自治会と共通の目的*をもって、あかね台地区で奉仕活動を行ってい

る団体。 *「会員相互の親睦」「福祉の増進」「共通する諸問題の処理」 

参加者が専ら自らのために活動する団体は対象外とする。 
 
第３条（助成金の支払い） 

関連団体の維持に必要な基本的支出として自治会から毎年助成金を支払う。 
 
第４条（自治会活動の委嘱） 

関連団体には自治会活動を委嘱することがある。 
自治会が委嘱する活動に必要な費用は自治会が実費を支給する。 
 

第５条（関連団体への便宜供与） 
(1)．あかね台会館の利用は無償とする。 
(2)．あかね台会館に備えるコピー機その他の設備の使用を認める。 

 
第６条（活動報告） 

関連団体は毎年の活動状況をあかね台自治会に報告する。 
 

第７条（連絡会の実施） 
自治会および各団体の活動状況の報告及び個別課題についての意見交換・調整

を行う。このための会議は適宜実施する。 
 
 

附則１ 対象団体、委嘱活動は別途要領にて定める。 
附則２ 本規定は平成２７年５月１日より実施する。 
附則３ 本規定の一部改定は令和８年４月６日より実施する。 
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関連団体管理要領 
 
１．目  的 

本要領は、「関連団体規定」に定める規定に基づく関連団体について、対象団体、

委嘱活動を定める。 
 

２．内  容 
対象団体と委嘱活動を以下に示す。 

 

No. 対象団体 委嘱活動 

1 行事支援の会 
あかね台夏祭り等行事の開催を円滑に実施し、会場設営等の

ノウハウの伝承を図ることを支援する。 
自治会の行事を持続可能な仕組みで支える。 

2 みなわ会 

高齢化が進むあかね台において、助け合い・支えあいの精神

に則り、行政では手の届かない課題・問題に対し、住民 誰も

が元気で安心して住むことができるよう、地域住民同士の支

援サービスを提供・受容するボランティア活動を行なう 

3 シニアクラブ 
あかね台に住む 60 歳以上の人々が地域の中で集い、遊び、楽

しい時間を持てるように支援する。 

4 ミニサロン 
高齢者の集いの場を開催することにより、高齢者の孤立を解

消し交流の機会を増やす。お互いに趣味を共有し楽しい時間

を持つことを支援する。 

5 子ども会 
保護者が中心となってあかね台の小学生を対象に行事などを

企画・開催する。地域で子ども達の安全で健やかな成長を見

守る。 

6 
あかね台 
買い物支援 
バスの会 

あかね台に住む高齢者や移動に支援が必要な方の買い物を支

援し、活動により地域の交流を広げる。 

7 
あかね台 
公園交流会 

あかね台の 4 公園（永窪公園、今泉公園、丸山公園、塔ノ越

公園）の清掃美化活動（除草、緑化） 

8 太鼓保存会 
あかね台の行事に、子供達が太鼓演奏で参加。行事開催前に

練習会を行う。 

 
附則 本要領は令和８年４月６日より実施する。  
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防災倉庫管理要領 
 
１．目  的 

この要領は、あかね台自治会の防災活動に必要な備蓄品及び資機材の管理の要領

について定める。 
 

２．防災倉庫 
あかね台自治会の防災倉庫は、自治会館、永窪公園、丸山公園、今泉公園の４か

所に設置する。 
 

３．管理者 
各倉庫の管理者は次の通りとする。 
 自治会館：防災防犯部長 
 永窪公園、丸山公園、今泉公園：防災防犯部長 
 

４．保管品の管理 
防災倉庫には、水・食糧等の備蓄品、災害発生時の応急対策用資機材等を収納す

る。 
水・食糧等の備蓄品は一括して防災防犯部長が管理し、使用期限に合わせて随時

交換手配を行う。 
資機材については、年２回（６月、１１月）各倉庫の管理者が防災防犯部の役員

と共に点検し、その有無、正常作動を確認し、燃料、電池切れについては購入・

補充する。 
保管品については一覧表を各倉庫に備え付け、年２回の点検時に必要な更新を行

う。 
 

５．鍵の管理 
各防災倉庫はダイヤル錠で施錠し、開錠番号は防災会議で決定する。 
開錠番号は全役員に周知し発災時に収納品を速やかに使用できるようにする。 
 

６．購入手続き 
防災資器材等の購入は防災会議で判断する。 

 
 
附則１ 本要領は、平成３０年１月に、「自主防災規程」（２８年４月改定）に合 

   わせて改定した。 
附則２ 本要領の一部改定は令和８年４月６日より実施する。 
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会館管理運営要領 
 

１．目  的  

  会館は、会員相互の親睦、会合、健康増進および福祉の向上、学びや教養の向上、 

  生涯学習等に利用されることを目的とする。 

 

２．利用資格 

  原則としてあかね台自治会に所属する会員及び家族とする。 

  ただし、自治会に所属する会員の健康および福祉の向上に資する目的をもった 

  企画開催については、この限りではない。 

 

３．利用時間 原則として午前９時から午後９時までとする。  

 災害等緊急時を除き宿泊は不可とする。 

 私的な団体・サークル活動は原則週１日、５時間以内とする。 

 

４．許可条件と優先順位 

（１） 地域住民の関与する公共的会合。 

（２） 自治会が主催する会合及び催物。 

（３） 趣味、同好会的なもの。 

（４） その他、会館利用目的に沿ったもの。 

 

５．利用制限 

（１） 営利を目的とした会合。 

（２） 政治活動、宗教活動を行うおそれがあると認められたとき。 

（３） 公安及び風紀を害するおそれがあると認められたとき。 

（４） 管理上、支障があると認められたとき、および利用上の注意事項を遵守し 

   ないとき。 

（５） 団体・サークルの場合、メンバーの半数以上があかね台の住民であること。 

（６） 新型コロナ感染症防止対策として使用禁止等が必要と認められたとき。 

 

６．申込み手続き 

（１） 継続利用の申込み 

   継続的に利用する団体・サークルは、所定の書式によりその利用目的・ 

   活動内容及び代表者連絡先等を会館運営部長に届け出る。会館運営部長は、 

   届け出を受け、継続的利用の可否、利用料の要否の判断を行う。 

 

   継続的に曜日時間を決めて利用する団体・サークルは、原則３ヶ月先までの 

   予約を受付ける。料金は前納するものとする。 

 

（２） 個別利用の申込み（会館事務所での対面受付） 

   個別の利用に当たっては所定の申込み用紙に所要事項を記入して会館事務所へ 



- 24 - 
 

   提出する。 

   会館事務所は、毎週木曜の午前９時３０分から１０時３０分の間、開いて申込 

   みを受付け、利用調整を図ったうえで許可する。 

   電話での申込みは原則受け付けない。 

 

（３） オンライン受付（新設） 

   あかね台自治会公式ホームページよりオンライン受付を行うことができる。 

   利用調整は原則として毎週木曜日に実施するが、利用判断が早めに可能となった 

   場合はこの限りではない。利用料の発生、鍵の授受その他の手続きについては、 

   会館事務所での受付と同様とする。 

 

（４） 会館の鍵の貸与  

   継続的に利用する団体・サークルについては、継続的利用届出の提出時に会館 

   運営部長の判断により、鍵の貸与を行う。鍵は継続的利用が終了するまで貸与す 

   るものとし、年一回会館運営部長の確認を受ける。 

   単発的な利用時は、利用申し込み時に貸与し、終了後に返却を受ける。 

 

（５） 利用料金 

   申込み承認時に納入し領収書を受け取る。 

 

（６） 利用日の変更、キャンセル 

   利用申込みと同じように会館事務所に届け出ることを原則とする。 

   なお、会館運営部長が利用許可の連絡手段とした方法（メール・電話）での連絡 

   は可とする。 

   連絡手段はあかね台自治会公式ホームページの「会館問合せ」からも連絡可能。 

 

   ※利用しない場合は、確実にキャンセルを徹底するとともに、利用者同士の 

    連絡について配慮をすること（令和８年２月１５日利用者説明会要望反映） 

 

７．利用上の注意事項 

（１） 会館は汚損しないよう注意して使用し、汚損したときは速やかに会館運営部長 

   に連絡し、責任をもって後始末すること。 

（２） 使用後は付属部品を原状にもどして清掃すること。 

（３） 私物はいっさい残さず、ごみは利用者が必ず持ち帰ること。 

（４） 火の始末、戸締りは念を入れて行うこと。特に最終利用者はこの点、確実に責 

   任をもつこと。 

（５） 騒音、怒声、暴力など他人に迷惑を及ぼす行為を絶対にしないこと。 

（６） 許可なく会館内、付属設備に張り紙をしたり、釘類を打ち込まないこと。 

（７） 前記各項のいずれかに違反が確認されたときは、会館運営部長の判断で使用を 

    禁止する。 
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８．損害賠償 

  利用者は故意または重大な過失により会館の施設備品等を損傷または滅失した場合 

  は、その損害を賠償しなければならない。 

 

９．利用料金 
利用時間は１時間単位の料金とする。 
（利用料金は１時間単位で計算する。） 

 区 分 ホール 会議室 和室 全館 

A 区分 

無料 

①  公的機関による当地域住民の為の会合         

②   自治会の主催による会合        

③   自治会全体に関する奉仕活動        

④   ＰＴＡ役員会及び子供会の主催する行事・

会合 
       

  ０円 ０円 ０円 ０円 

B 区分 

有料 

① 自治会員の私的な団体・サークル活動         

  
２００

円 

１００

円 

２００

円 

５，０００ 

円 

 

１０．会館設備・備品の貸し出し 

（１） テレビ    １００円 

（２） カラオケ機  １００円／１時間（テレビ料金込み） 

 マイクは２本あります。１本につき単三電池が２個必要ですので持参してくだ 

   さい。 

 

１１．卓球無料開放日 

 毎月第１、第３日曜日の午後１時から午後５時まで大ホールを卓球場として 

   無料開放する。但し、他の利用と同じように申し込みを行い、鍵を事前に借り 

   受け、事後に返却する。卓球台は２台あるがラケット、ボールは持参のこと。 

   他の利用者がいる場合は譲り合って利用すること。 

 

１２．駐車スペースの利用方法  

    次の場合に駐車できます。 

（１）自治会活動での駐車 

（２）会館利用者の利用時間中の駐車 

（３）あかね台自治会員の一時駐車 

 ・スペースが空いている時に利用できます。予約はできません。  

 ・車を移動していただく場合がありますので必ず車に「氏名、班 NO、電話 

     番号」を掲示して下さい。 

 ・長期間及び繰り返しの駐車はご遠慮下さい。 
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 ・右手ホール前は行事・災害時などの自治会活動用のスペースですので 

    駐車しないでください。 

 

附則１ 本要領の一部改定は平成１７年２月５日より実施する。 

附則２ 本要領の一部改定は平成３０年４月１日より実施する。 

附則３ 本要領の一部改定は令和８年４月６日より実施する。 
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会則取扱要領 
 
１. 会員 

(１) 会員は当地区内に居住する世帯主とし、同居者（二世帯住宅を含む）があ

る場合は、その代表者とする。 
(２) 代表者は、本人の申告により、これを変更することが出来る。 
(３) 但し、別姓等の理由により会員登録を希望する者は、これを認める。 
(４) この場合は、会員としての義務を負うものとする。 

２. 会費 
(１) 年度の途中で入会した者については、翌月より会費負担の義務を負う。 
(２) 集金は、年１回とし５月に実施する。 
  ・会費は年３，６００円（月３００円×１２か月） 
  ・その他、赤十字募金、社会福祉協議会寄付、赤い羽根募金、歳末助け合い

募金の協力があります。 
３. 班構成 

   （１）会員は、ブロック別班区分地図により班を構成する。 
（２）各班の諸事情により隣接の班と連合して、１つの班として活動することが

できるものとする。 
   （３）班の連合及び連合の解除は、両班の全員の同意のうえで役員会に申し出て

承認を受けるものとする。 
（４）班は、連合のために現行の班を分離することは認められない。 
（５）班の連合及び連合の解除には、班長会の３分の２以上の同意を必要とする

ものとする。 
４. 会員名簿の取り扱い 

   （１）最新版会員名簿を常時更新し名簿としてデーターを作成し、電子ファイル

（USB）及び帳票として１部を金庫の中に保管する。 
（２）鍵は、自治会長及び総務部長が保管する。 

   （３）個人情報使用に関しての承諾は、入会届に付帯する。 
（４）自治会活動で必要が生じた場合、届出書を提出することで、情報開示する

ことができる。 
 

附則 本要領は平成１２年１１月４日より実施する・ 
本要領の一部改定は平成１７年８月６日より実施する。 
本要領の一部改定は令和４年４月３日より実施する。 
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自治会文書保存要領 
 
１．目的 

自治会の重要書類及び電子ファイルの保存に関するルールを定め、その文書及び

電子ファイルの管理責任を明確にすることを目的とする。 
 

２．永久保存書類の保存 
永久保存をする文書及び電子ファイルは、次に記載するものとし、総務部が責任

を持って区分して保管する。 
永久保存文書には永久保存の捺印をする。 

（１）各年度の総会議案書及び議長の署名した総会議事録 
（２）制定、改定をした会則、細則等各種規則、規定、要領類及び配布規定集 
（３）その他、重要な決定を下した部長会・班長会において永久保存が必要と判断

した文書 
 

３．重要文書の保存 
専門部長が重要文書に指定した場合、保管期限を５年とし分掌する部長が保存 
する。 
 

４．通常文書の保存 
各部で保存する通常文書の保存期間は３年とする。 
 

５．会計に関する書類 
会計に関する書類は会計規定による。 
 

６．電子ファイルの保存 
電子ファイルの保存は、文書保存の規定に準じて行うほか、情報管理はその状況

に応じて実施する。 
 

附則１ 本要領は平成１７年３月５日より実施する。 
附則２ 本要領の一部改定は令和４年４月３日より実施する。 
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あかね台自治会ホームページ等管理運営要領 
 
 
１． 目的  

本要領は、あかね台自治会が運営するホームページ（https://akanedai.org/、以

下「当サイト」という）を適切かつ安全に管理・運営し、会員への情報提供を

円滑かつ効率的に行うことを目的とする。また当サイト以外の自治会が管理す

る情報システム（クラウドストレージ、公式 LINE、各種 SNS 運用等）につい

ても別文書等がない限り、本要領を準用する。 
 

２． ホームページ運営管理体制・更新管理・保守  
（１）管理責任： 

当サイトの情報管理責任者は会長とする。 
会長は、サーバ保守担当を選任し、システム管理を監督する。 
サーバ保守担当は、情報システムを適切に管理する責任を負う。 

（２）ページ更新： 
DX 推進部が担務する。 
総務部からの依頼により、電子回覧等をホームページ等に掲載する。 

（３）サーバ保守： 
    サーバ保守は原則として必要なスキルを有する有志が担当する。 

 
３． ホームページ運営管理上の注意事項 

各担当はお互いに連絡を密にし、確実かつ効率的な運営を行う。 
回覧物の電子化は、可能な限り電子提出版を使用する。 
専門部内からの回覧する自治会資料は部長が確認し、会長が承認する。 
 

４． 掲載内容 
（１） 班長会議議事録、定期総会議事録、年間計画／方針説明会資料 
（２） 回覧版、自治会からのお知らせ、行事案内、活動報告、あかねだより 
（３） 各専門部からのお知らせ 
（４） 防火・防犯・地域の安全に関する情報 
（５） 環境衛生に関する情報 
（６） 各種届出書類・様式・届出手順 
（７） お問い合わせ先 
（８） 自治会が管理する他の情報システムへのリンクおよび関連情報 
（９） 伊勢原市が管理する自治会活動関連情報へのリンク 
（１０） その他、自治会活動に有益と認められる情報 

 
５． 個人情報の取り扱い 

役員紹介・専門部員紹介、各専門部文書の文責担当名・文書問合せ先等を除き、

一般会員の氏名・住所・電話番号等の個人情報は原則掲載しない。 
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個人写真は広報作成の「Web 版あかねだより」に掲載されたものを除き、原則

掲載しない。イベント／関連団体紹介等で個人写真を Web 掲載する場合は、文

責担当者（ホームページコンテンツ作成者含む）が本人同意を得る。 
 

６． 利用上の注意 
（１）利用規約 

営利目的での利用、無断転載、不適切な投稿・コメントを禁止する。 
（２） 著作権 

掲載される文章・写真・図表等の著作権は、自治会または正当な権利者に帰属

し、無断転載や２次利用を禁止する。 
また、回覧物等の他の組織からの文書については、発行元の確認を取得するこ

とを原則とする。 
（３） 免責事項 

掲載情報の正確性に努めるが、利用者が当サイトの情報を基に行った行為によ

って生じた損害について自治会は責任を負わない。また、外部リンク先の内容

についても責任を負わない。 
 

７． セキュリティ管理 
サーバ保守担当は利用状況および管理状況を年度末に会長に報告する。 
サーバ保守用アカウントは個人発行とし、共有アカウントは作成しない。ログ

インには多要素認証を原則として用いる。 
サーバへのアクセスパスワードは各個人が適切に管理し、第三者に開示しない。 
ホームページを含む Web サーバ内には名簿等の高度個人情報を保管しない。ク

ラウドファイルサーバを利用する場合には、Web サーバと切り離して運用する。 
アカウント作成は会長の承認を得て行い、不要となったアカウントは速やかに

削除する。 
 
 

附則 本要領は令和８年４月６日より実施する。 
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慶弔・見舞金要領 
 
 

1． 目的 
   会員の慶弔・見舞金に関するルールを定め、その取り扱いを明確にすることを目

的とする。 
 
２  弔事（訃報） 
  （１）弔意 

会員及び同居する一親等の親族について一律５,０００円とする。 
  （２）会葬参列者 
     原則として会員の属する班の班長とする。 
  （３）連絡及び通知 
     班長は会長及び総務部長に連絡し、各会員への通知は会員の意思を確認して

議事録に掲載する。 
  （４）経費 
     交通費その他の経費は、会葬参列者が所属する専門部の部長を通して会計に

請求する。 
  （５）その他 
     弔事については、会員の意思を尊重する。 
 
３． その他 

その他、慶弔・見舞金が特に必要な場合は部長会、班長会に諮って支給する。 
 
附則１ 本要領は平成２０年３月２日より実施する。 
附則２ 本要領の一部改定は令和４年４月３日より実施する。 
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行事支援の会要領 
 
 
第１条 （行事支援の会の設置） 

     あかね台夏祭り等行事の持続的な開催を円滑に実施し、会場設営等のノウハ

ウの伝承を図るため、行事支援の会（以下「本会」という）を設置する。 
 

第２条 （組織、構成） 
１．本会はあかね台夏祭り及び成瀬地区体育祭等の行事に際して、自治会細則

第４条の２に規定する催事企画部の業務に関し、催事企画部の要請により

必要な支援、協力をするものとする。 
２．本会はあかね台自治会会員のうち、本会に参加希望する者及びボランティ

ア・グループのメンバーで構成する。 
    ３．構成員の合意により選定された本会の代表者は、本会活動を統括し催事企

画部と協議、連絡等に当たる。 
 

第３条 （活動内容、範囲） 
１．本会はあかね台自治会夏祭り及び成瀬地区体育祭等の会場設営のうち、次

の作業を実施する。 
  （１）やぐら、テント等の設置及び撤収。 
  （２）上記設置、撤収に伴う機材の搬送及び安全管理。 
  （３）やぐらの通年的維持、管理。 
  （４）その他関連して必要となる作業。 
２．前項の行事のほか、テント設営等が必要となるあかね台自治会の事業に関

して、会長からの協力要請があった場合、本会は、構成員の同意を得られ

た範囲の作業を実施する。 
 
 

附則１ 本要領は平成２０年３月２日より実施する。 
附則２ 本要領の一部改定は平成３０年９月２日より実施する。 
附則３ 本要領の一部改定は令和８年４月６日より実施する。 



- 33 - 
 

自主防災マニュアル 
１．本マニュアルの目的 

本マニュアルは、自主防災規定に定める災害予防対策及び災害応急対策の実施に

必要な具体的事項を定め、あかね台における防災活動の実効性を高めることを目

的とする。 
 

２．災害予防対策 
  （１）防災会議の運営 
   ①メンバー：自治会長、防災防犯部及び自治会長が指名する役員 
   ②開催日程：原則、適時開催 
   ③検討・実施事項 
    ⅰ 自主防災訓練計画の策定・実施 
       班長訓練 （６月） 
        公園拠点での防災機材取扱訓練 
       市総合防災訓練等の取組に参加 
        総合防災訓練（地震）・風水害対策訓練 

市自主防災リーダー養成研修参加（防災防犯部長、拠点リーダー） 
       自治会防災訓練 （１１月） 
        公園拠点での防災機材取扱訓練 
        消火・心肺蘇生訓練 
        防災講習 
    ⅱ 防災用備蓄品・資機材の点検・整備 
       消火器点検 （６月、１１月） 
       拠点資機材の点検・交換（６月、１１月） 
       備蓄食料の期限管理・入れ換え（随時） 
    ⅲ 要援護者情報の管理・周知 
             
３．災害応急対策 

（１）災害発生時の組織体制 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 （２）防災本部の設置 

 ①設置基準 
  震度５強以上の地震が発生した時、及びその警報が発せられたとき。 

公園拠点（丸山) 

防災本部 公園拠点（永窪） 

公園拠点（今泉） 

班 

班 

班 

班 

䦅 

各班は自主的に緊急避難先の

公園拠点を決めておく。 

自治会長 

副会長 

防災防犯部長 

「消火器配置一覧」 
「防災用備蓄品・資機材一覧」 

各拠点リーダー 
各班長 

班 
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  地震以外の災害の警報が発せられ、あかね台地域も被害の発生が見込まれると 
  き。 
 ②設置場所：あかね台会館 （０４６３－９１－５３８０） 
 ③メンバー：自治会長、自治会副会長、防災防犯部長 
 ④実施事項 
  ⅰ各拠点公園のリーダーと連絡を取り災害発生状況を把握する。 
  ⅱ行政機関との連絡・調整 
  ⅲ広域避難所への避難の判断・指示を行う。 
 

（３）各班での応急対策 
 ① 班長は班の会員と協働して初期消火及び被災者救助に当たる。 

② 消火、救助に当たっては、各班配置の消火器及び公園拠点の防災資機材を使

用する。 
③ 隣接する班は相互に協力して初期対応を行う。 
④ 初期対応が困難な場合又は困難となった場合は、班長の指揮により班で決め

た緊急一時避難場所へ避難する。 
⑤ 緊急避難に当たっては、班長は班の会員と共に、単独での避難が困難な災害

時要援護者及び負傷者の避難を支援する。 
⑥ 避難が不要な場合でも班長は公園拠点に行き拠点リーダーにその旨を報告す

る。 
 

（４）公園拠点（緊急一時避難場所）での応急対策 
 ① 拠点リーダーは、防災本部が設置された場合、担当公園拠点に行き、災害の 
   状況、会員の避難の状況を確認する。 
 ② 班長は公園拠点で会員世帯の避難状況を確認する。 

確認に当たっては防災倉庫備え付けの、避難者名簿・筆記用具を使用する 
 ③ 拠点リーダー（不在の場合は自治会役員で互選）は、各班の避難状況を確認 
   する。 
 ④ 拠点リーダーは、公園拠点において周囲の状況を確認し、更に災害が拡大す

る恐れがあると判断したときは、避難している会員を指揮して広域避難場所 
   へ避難・誘導する。 

     避難に当たっては誘導旗、ハンドマイク等を使用するほか、広域避難場所で 
     必要になると思われる最小限の資機材（「防災用備蓄品・資機材一覧」に表 
     示）を携行する。 

 ⑤ 拠点リーダーは、公園拠点ごとの被災状況、避難状況及び広域避難場所への 
   避難状況について、防災本部と密接に連絡を取り、必要な指示を受ける。 

（５）広域避難場所での応急対策 
① 会員が各公園拠点から広域避難場所へ避難する場合、防災本部も広域避難場

所に移る。 
② 広域避難場所では防災本部の下に次の班を設置し、各々その任務に当たる。 

また、状況に応じ、あかね台地区内においても活動を行う。 
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  「総務班」   総務部が担当し、防災本部の運営全般のとりまとめを行う。 
  「情報広報班」 広報部が担当し、被災者向けの各種情報の管理及び提供等を 
          行う。 
  「救護班」   防災防犯部が担当し、負傷者、要援護者の支援を 
          行う。 
  「食料物資班」 会館運営部が担当し、食料・生活物資の配給を行う。 
  「施設管理班」 防災防犯部が担当し、施設の安全確保、 
          防火防犯等を行う。 
  「被災者管理班」総務部が担当し、避難者名簿の作成、問い合わせへの 
          対応等を行う。 
  「衛生班」   環境衛生部が担当し、衛生環境の管理、ごみ処理を行う。 
 

（６）避難所運営 
市の判断で広域避難場所に避難所が開設された場合は、防災本部及び各班は他

の自治会と協力して避難所運営委員会を立ち上げ避難所の運営に当たる。 
 

 附則１ 本マニュアルは「自主防災組織活動要領」に替え、 
     平成２９年１月１５日より実施する。 
 附則２ 本マニュアルの一部改定は令和４年４月３日より実施する。 
 附則３ 本マニュアルの一部改定は令和８年４月６日より実施する。 
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